
要綱の概要（フロー）

受注元請負人

（発注者から直接建設工事
を請け負った建設業者）

（下請）

（受注者） （１次下請）

（再下請）
（２次下請）

３　下請負人の選定 ３　下請負人の選定

（必須） （必須）

・建設業許可を受けた者等 ・建設業許可を受けた者等

・指名停止中でない業者 ・指名停止中でない業者

・排除措置中でない業者 ・排除措置中でない業者

（努力） （努力）

・市内業者 ・市内業者

・施工能力、雇用管理等を勘
案した優良な業者

・施工能力、雇用管理等を勘
案した優良な業者

４　受注元請負人の遵守事
項

・施工体制台帳・施工体系図
を提出

・契約書の写しを提出
　（一部→全部の下請）

６　元請負人の遵守事項 ６　元請負人の遵守事項

・法等による下請代金支払 ・法等による下請代金支払

・手形期間は90日以内とす
るよう努力する

・手形期間は90日以内とす
るよう努力する

・請負代金・賃金不払等不測
の損害を与えないよう指導

・請負代金・賃金不払等不測
の損害を与えないよう指導

・割引困難手形を交付しない ・割引困難手形を交付しない

９　元請負人又は下請負
人等に対する指導等

９　元請負人又は下請負人
等に対する指導等

・建設業法、関係法令、要綱
の遵守指導等

・重層下請の制限指導

・遵守事項の周知

１0　指導、助言等

・受注元請人への指導等

・調査是正の指示※

・指示に従わないなどの
場合、指名停止

・市への相談があれば、
指導等を行う※

　　　　　　　　　※

11　報告

・建設業法違反の疑いが
あれば、所管機関に報告

・労働基準法、最低賃金
法等違反の疑いがあれ
ば、所管機関に報告

（注）　赤・・今回から実施、青・黒・・従来も実施

元請負人
（注文者）

下請負人
（請負人）

下請契約

市
（発注者） 請負契約

元請負人
（注文者）

下請負人
(請負人）下請契約

８ 元請負人・下請人の遵守事項

・労働者確保 ・労働災害の防止 ・法定の賃金額、支払方法 ・退職金、保険制度への加入等

５ 下請契約の締結等

・標準下請契約約款等により契

約締結

・標準下請契約約款等により
契約締結
・権利義務関係を記載

５ 下請契約の締結等

７ 「建設産業における生産システムの合理化指針」の遵守等


